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工場適地調査（目的・内容） 

 工場立地法第２条に基づき、工場立地の適正化を図るため、各地域にどのような工場適地があり、そ
の自然条件、立地条件がどういうものかを詳細かつ正確に調査し、その結果を工場立地調査簿に掲載
（経産省HPで公開）し、工場を設置しようとする者の用に供しようとするもの。 

工場立地法（昭和34年３月20日法律第24号）  
第２条 経済産業大臣（工場立地に伴う公害防止に関する調査にあつては、経済産業大臣及び環境大臣。次条第一項及び第十五条 
 の三において同じ。）は、あらかじめ、調査の対象、調査の方法その他調査に関する重要事項について産業構造審議会の意見を聴いて、 
 工場適地の調査、工場立地の動向の調査及び工場立地に伴う公害の防止に関する調査を行うものとする。 
２ 前項の工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地を実地に調査し、並びに当該地区の地形、地質その他の自然条件及び用 
 水事情、輸送条件その他の立地条件に関する資料を収集することにより行なう。 
第３条  経済産業大臣は、前条第一項の調査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。 
２ 経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧に 
 供するものとする。 1 

工場適地調査の目的 

 ・調査主体  経産省が都道府県（都道府県から市町村）の協力を得て行う 
 ・調査対象  工業に適した個々の団地で、原則３ha以上のまとまった土地 
 ・調査項目  所在地、面積、農地転用可否、立地条件、進出希望業種、地目別面積、 
          所有者、団地造成主体、売却価格、工業用水・地下水・上水道等の状況 
          主要道路・空港・駅・港湾までの距離、都市計画法等の状況等 
 ・調査時期  毎年１月頃調査開始。４月頃までに適地選定し、８月頃公表 

工場適地調査の内容 



     毎年１月             調査開始（経産局→都道府県→市町村） 
        １月～３月     適地選定 
        ４月頃      適地報告（市町村→都道府県→経産局） 
        その後      適地確認（農地転用協議の状況等） 
        ８月以降頃    工場立地調査簿記載、ホームページ公表 
           

工場適地調査の概要 
調査時期 

  ●自治体に関する調査（いわゆるA調査） 
     「人口、面積、立地条件（用水・輸送）等の基礎情報、企業誘致条例等」 
  ●工場適地に関する調査（いわゆるC調査） 
     「所在地、面積、農地転用の可否、立地条件、進出希望業種、地目別面積、所有者、 
      団地造成主体、売却価格、工業用水道・地下水・上水道等の状況、主要道路・空港・ 
      鉄道駅・港湾までの距離、都市計画法等の状況等」 

調査内容 

（参考）工場適地に関する調査（いわゆるC調査）の調査対象地区の選定 
      ・ 調査対象地区の選定については、都道府県、市町村及び関係省庁の意向を踏まえ、 
             産業構造審議会において選定している。 
      ・ 工場適地として想定されるものであるため、都市部（住宅地域、商業地域等）や山間部は 
       除かれている。 
      ・ 調査対象地区は、調査の効率性、有効性等を踏まえ、同地区を２分割して、毎年交互に 
       調査を実施している。（公表は調査対象地区全体） 
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 「工場適地の選定基準」は、工場立地法第２条第２項に基づく工場適地の調査における選定基準を定めている。工場立地が
環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、土地の合理的利用及び産業公害の防止の見地から当該地区における土地
利用の計画及び実態を考慮すると同時に、自然公園の保護又はその適正な利用を十分尊重し、農村地域への工業の導入、農地
の合理的保全並びに農林水産等の他産業に及ぼす影響を十分考慮して行う。特に都市計画の地域地区制等との調和を保つとと
もに、農業生産基盤整備事業が実施されている農地等については、あらかじめ各地農政局の意見を聞く等、十分配慮するものとして
いる。 
 

工場適地調査（選定基準） 

工場適地の選定基準について 

 
 
○国土利用計画との関連 
  国土利用計画法に基づく都道府県計画、市町村計画の趣旨を考慮して選定する。 
 
○都市計画との関連 
  市街化調整区域内には原則として選定しない。地方公共団体等による計画的開発の見通しのある工業団地造成 
 事業等の予定地であって 20ha 以上のものであり、飛地の市街化区域（50ha以上）を設定しうるもの等は例外。 
 
○農林水産事業計画との関連 
  農業振興地域の整備に関する法律第６条の規定による農業振興地域内において農用地区域の指定がなされて 
 いる場合は選定しない。 
  農業振興地域内において工場適地の選定を行う場合、農業基盤整備事業の実施予定との関連において必要と 
 認められるときは、市町村農業委員会の意見及び地権者の意向を確かめて選定する。 
  
○その他の土地利用計画との関連で緑地保全、自然環境保全、公園等との関連において指定されている区域内は 
 選定を行わず、公用水面との関連では工業用地としての土地利用が決定したものでなければならない等がある。 

主な選定基準 

3 



4 

工場立地調査簿の掲載・公表 
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